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学 則 

第 １ 章 総 則 

（目的）  

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、工業専門課程を設置し、自動車整備に関する専門

技術及び理論を教育し、整備技術の進歩発展に寄与する、人間性豊かな整備士を育成することを

目的とする。 

 

(自己点検・評価) 

第１条の２ 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成するため、本校に

おける教育活動等の状況について、毎年自ら点検及び評価を行うと共に、5年に一度、外部

の識見を有する者による評価を受けるものとする。 

２．前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

（名称） 

第２条  本校は、専門学校 日産栃木自動車大学校という。 

 

（位置） 

第３条  本校の位置を、栃木県河内郡上三川町大字上郷字南西原 2120 番に置く。 

 

第２章  課程、学科、修業年限、及び定員 

（課程、学科、修業年限、及び定員） 

第４条  本校の課程、学科、修業年限、及び定員は次のとおりとする。 

 

課  程  名 学  科  名 修業年限 入学定員 総定員 

工業専門課程 

自動車整備科 ２ヵ年 ６５名 １３０名 

一級自動車工学科 ４ヵ年 ４５名 １８０名 

国際自動車整備科 ３ヵ年 ９０名 ２７０名 

備考：・一級自動車工学科は、第１学年及び第２学年において二級自動
車整備士養成基準の定める科目を履修し、第３学年及び第４学年
において一級自動車整備士養成基準の定める科目を履修するもの
とする。 

・国際自動車整備科は、第１学年において自動車整備の基礎を習
得させ、第２学年及び第３学年において二級自動車整備士養成
基準の定める科目を履修するものとする。 
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第３章  修業期間及び休業日 

（修業期間） 

第５条  本校の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２．学年を分けて、次の２学期とする。 

前期        ４月１日から    ９月３０日まで 

後期      １０月１日から翌年３月３１日まで ※ 

※前期終了と後期開始は授業計画により多少の変動がある。 

（休業日） 

第６条  本校の休業日は、次のとおりとする。 

（１）土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律で規定する休日。 

（２）長期休業は夏期、冬期、春期とする。 

２．前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは､休業日を変更することができる。 

 

第４章  教育課程、単位数、授業時数、及び教員組織 

（教育課程の単位数及び授業時数） 

第７条  本校の各教育課程の単位数及び授業時数は、別表１（自動車整備科）、別表２（一級自動車工学

科）、別表３（国際自動車整備科）とする。 

 

（始業及び終業） 

第８条  本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。 

９時２５分から１７時４０分まで。 

（教職員組織） 

第９条  本校に次の教職員を置く。 

（１）校    長   １名 

（２）教    員   ２４名以上 

（３）講    師   若干名 

（４）助    手   若干名 

（５）事務職員   若干名 

（６）学 校 医   １名 

２．校長は、校務全般を掌り、所属教職員を監督する。 

 

 

第５章  入学、休学、退学、除籍、及び卒業 

（入学資格） 

第 10 条  本校の入学資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、

又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とする。 

２．前項のほか、外国人留学生についての入学資格は、前項の規定にかかわらず、別に定める。 

 

（出願手続） 

第 11 条 本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記入し、入学検定料を添えて

指定の期日までに出願しなければならない。   

 

（入学試験） 

第 12 条  入学試験は、筆記試験その他を、校長が別に定める方法により行うものとする。 

 

（合格者の決定） 

第 13 条  入学試験の合格者の決定は、校長が別に定めるところにより行うものとする。 
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（入学手続） 

第 14 条  合格通知を受けた者は指定の期日までに入学金を納め、所定の書類を提出しなければならない。 

 

（入学の許可） 

第 15 条  校長は、前条の手続を完了した合格者に対し、入学を許可する。 

 

(在学年限) 

第 15条の２ 在学年限は、各課程の修業年限の２倍を超えることはできない。 

２．休学期間は、在学期間に算入しない。 

 

（休学） 

第 16 条  学生が休学する場合は、所定の様式を提出し校長の許可を得なければならない。なお、傷病の場

合は医師の診断書等を添えること。 

２．前項の規定により休学の許可を得た者は、別に定める休学費を休学開始日までに納入しなければ

ならない。 

３．休学者が復学をする日は原則 4月 1日とし、休学は年度単位とする。 

４．休学期間は、通算して２年を超えることはできない。 

 

（復学） 

第 17 条  休学中の学生が、休学事由の消滅により復学しようとするときは、所定の様式にその事由を記入

し、校長の許可を受けて復学することができる。 

 

（退学） 

第 18 条  学生が退学しようとするときは、所定の様式にその事由を記入し、校長の許可を受けなければな

らない。 

 

(除籍) 

第 18条の２ 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。 

(１) 第 16条第 1項の届出時に申請した休学期間を経過し、同条 2項の復学の届出をしなかった

とき。 

(２) 第 15条の 2に定める在学期間を経過したとき。 

(３) 正当な理由なしに授業料を滞納し、督促を受けても納入しないとき。 

(４) 死亡又は行方不明になったとき。 

２．前項第 3号及び第 4号(死亡を除く。) の規定による除籍は別に定める。 

 

（編入学及び転科） 

第 19 条  本校は、第 10 条に定める本校の入学資格を有する者に対し、他校からの編入学ならびに学科間

の転科を、選考の上、許可することがある。 

２．前項に定める編入学及び転科の条件ならびに選考方法は、別に定める。 

 

 (出席停止) 

第 20条  学生が心身の健康を損ね、本人あるいは周囲の安全確保や教育活動に障害がある場合、その他必

要がある場合は出席停止を命じることがある。 

２．前項の出席停止に関する規定は、別に定める。 
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（学習評価） 

第 21条  学習の評価は、試験を行い、その成績に基づき評価を行う。 

 

(追試験) 

第 21条の 2  学生が傷病、その他やむを得ない事由により、定められた日に試験をうけることができなか

った教科については、本人の願い出により追試験を行うことがある。 

 

(再試験) 

第 21条の 3  学生が、試験に合格できなかった教科については、本人の願い出により再試験を行うことが

ある。 

 

(判定試験) 

第 21条の 4  再試験を行っても合格できなかった教科については、本人の願い出により判定試験を行うこ

とがある。 

 

（進級又は卒業認定） 

第 22 条  進級又は卒業の認定は、各学科が定める修業年限以上の在籍、所定の単位の修得、及び素行状況

を総合的に勘案して行う。 

２．前項に定める修了及び卒業に関する細目は、別に定める。 

 

（卒業証書及び称号の授与） 

第 23 条  所定の全課程を修了し、卒業の認定を受けた者に対し、卒業証書を授与する。 

２．学校教育法第 131 条の 2 及び学校教育法施行規則第 186 条に基づき、所定の課程を修了し卒業

を認定された者には「専門士（工業専門課程）」の称号を授与する。 

３．学校教育法施行規則第 186 条の 3 に基づき、所定の課程を修了し卒業を認定された者には「高

度専門士（工業専門課程）」 の称号を授与する。 

４．前二項の所定の課程については、別に定める。  
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第６章  賞      罰 

（褒賞） 

第 24 条  成績優秀、文化活動、スポーツ、社会貢献など他の模範となる者は、これを褒賞することができ

る。 

２. 前項の褒賞に関する規定は、別に定める。 

 

 

（善行賞） 

第 25 条  第 24 条に統合したため条文なし。 

 

（懲戒） 

第 26 条  教育上必要があると認められるときは、学生に懲戒を課すことがある。 

２．懲戒は訓戒、停学及び退学とする。ただし、次の各号の一に該当する者には、退学を命ずるこ

とがある。 

（１）性行不良で、改善の見込がないと認められる者。 

（２）学力劣等で、成業の見込がないと認められる者。 

（３）正当な理由がなく出席が常でない者。 

（４）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者。 

 

 

第７章  学生納付金及び入学検定料 

（学生納付金及び入学検定料） 

第 27 条  本校の学生納付金及び入学検定料は、次のとおりとする。（単位円） 

 
 学年 入学検定料 入学金 授業料 実験実習費 施設設備費 

自動車整備科 
１年次 25,000 240,000 642,000 200,000 230,000 

２年次 － － 642,000 200,000 230,000 

一級自動車工学科 

１年次 25,000 240,000 642,000 200,000 230,000 

２年次 － － 642,000 200,000 230,000 

３年次 － － 642,000 290,000 230,000 

４年次 － － 642,000 290,000 230,000 

国際自動車整備科 

１年次 25,000 240,000 440,000 130,000 230,000 

２年次 － － 440,000 130,000 230,000 

３年次 － － 440,000 130,000 230,000 

１．学生納付金の納入時期及び方法等については、別に定めるところによる。 

２．既納の学生納付金は、原則として返還しない。 

 

(学生納付金等の返還) 

第 27条の２ 既納の入学検定料、入学金、授業料、実験実習費、施設設備費、教育充実費は、返還しな

い。ただし、やむを得ない特別な理由がある場合は、既納の授業料等のうちその一部を返還

することがある。 

２．入学許可を得た者で、授業料を納付した者が、入学年度の前年度の 3月 31日までに入学手続の

取消しを願い出た場合については、入学金を除く授業料等を返還することがある。 
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第８章  健  康  管  理 

（健康診断） 

第 28条  健康診断は、毎年１回、法の定めるところにより実施する。 

 

（障がいへの配慮） 

第 29 条 「障がい」のある学生への指導、対応においては、当校課程の履修を妨げない範囲において、そ

の多様性を認めた上で実施する。 

 

第９章  そ  の  他 

（学生寮） 

第 30 条  学生寮に関する事項は、別に定める。 

 

（校友会） 

第 31 条  本校教育の目的を達するため、校友会を設け、会員相互の教育研鑚並びに親睦を図るものとす

る。 

２．本校に在学する学生は所定の会費を納入することにより、本校卒業と同時に校友会会員とな

る。 

（委任） 

第 32 条  この学則に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。 

 

 

附      則 

 

この学則は、１９８３年４月１日から施行する。（第 1 刷り） 

この学則は、１９８４年４月１日から施行する。（第 2 刷り） 

この学則は、１９８５年４月１日から施行する。（第 3 刷り） 

この学則は、１９８６年４月１日から施行する。（第 4 刷り） 

この学則は、１９８７年４月１日から施行する。（第 5 刷り） 

この学則は、１９８８年４月１日から施行する。（第 6 刷り） 

この学則は、１９８９年４月１日から施行する。（第 7 刷り） 

この学則は、１９９０年４月１日から施行する。（第 8 刷り） 

この学則は、１９９１年４月１日から施行する。（第 9 刷り） 

この学則は、１９９２年４月１日から施行する。（第 10 刷り） 

この学則は、１９９３年４月１日から施行する。（第 11 刷り） 

この学則は、１９９４年４月１日から施行する。（第 12 刷り） 

この学則は、１９９５年４月１日から施行する。（第 13 刷り） 

この学則は、１９９６年４月１日から施行する。（第 14 刷り） 

この学則は、１９９７年４月１日から施行する。（第 15 刷り） 

この学則は、１９９８年４月１日から施行する。（第 16 刷り） 

この学則は、１９９９年４月１日から施行する。（第 17 刷り） 

この学則は、２０００年４月１日から施行する。（第 18 刷り） 

この学則は、２００１年４月１日から施行する。（第 19 刷り） 

この学則は、２００２年４月１日から施行する。（第 20 刷り） 

この学則は、２００３年４月１日から施行する。（第 21 刷り） 

この学則は、２００４年４月１日から施行する。（第 22 刷り） 

この学則は、２００５年４月１日から施行する。（第 23 刷り） 

この学則は、２００６年４月１日から施行する。（第 24 刷り） 

この学則は、２００７年４月１日から施行する。（第 25 刷り） 
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この学則は、２００８年４月１日から施行する。（第 26 刷り） 

この学則は、２００９年４月１日から施行する。（第 27 刷り） 

この学則は、２０１０年４月１日から施行する。（第 28 刷り） 

この学則は、２０１１年４月１日から施行する。（第 29 刷り） 

この学則は、２０１３年４月１日から施行する。（第 30 刷り） 

この学則は、２０１２年４月１日から施行する。（第 31 刷り） 

この学則は、２０１４年４月１日から施行する。（第 32 刷り） 

この学則は、２０１５年４月１日から施行する。（第 33 刷り） 

この学則は、２０１６年４月１日から施行する。（第 34 刷り） 

この学則は、２０１７年４月１日から施行する。（第 35 刷り） 

この学則は、２０１８年４月１日から施行する。（第 36 刷り） 

この学則は、２０１９年４月１日から施行する。（第 37 刷り） 

この学則は、２０１９年１０月１日から施行する。（第 38 刷り） 

この学則は、２０２０年４月１日から施行する。（第 39 刷り） 

この学則は、２０２１年４月 1 日から施行する（第 40 刷り） 

この学則は、２０２３年４月 1 日から施行する（第 41 刷り） 

この学則は、２０２４年４月 1 日から施行する（第 42 刷り） 

この学則は、２０２５年４月 1 日から施行する（第 43 刷り） 

この学則は、２０２６年４月 1 日から施行する（第 44 刷り） 

 

 

 

２．第 27条 1項の教育充実費ついては、２０１４年度以降に入学した一級自動車工学科の 3年

次の学生から適用し、２０１３年度以前の入学生については、従前の学則による。 

３．スポーツメカニクス科については、２０１７年度に開設する。 

この学則は、２０１7年４月１日から施行する。（第 35刷り）  

４．２０１９年度にスポーツメカニクス科を廃止し、あらたに自動車整備・スポーツメカニクス

科を開設する。（第 37刷り） 

５．国際自動車整備科は２０２１年度より開設する。 
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別表１   自動車整備科 教育課程と単位数、授業時数 

教   育   科   目 教 育 内 容 
授 業 時 数（50 分） 単位 

１年次 ２年次 計 1 年次 2 年次 計 

専
門
教
育 

学
科 

自動車工学 

エンジン構造 

304 248 552 
17 17 34 

シャシ構造 

電装品構造 

力学 

自動車整備関連 

エンジン整備 

シャシ整備 

電装品整備 

電子制御装置 

自動車整備に関する法規 自動車法規 

自動車検査 自動車検査   20 20 

一般科目 受入研修 15    15  1  1 

学科計 319 268 587 18 17 35 

実
習 

自動車整備作業 

エンジン 

582 511 1093 
16 16 32 

シャシ 

電装 

故障原因探求 

電子制御装置 

自動車検査作業 自動車検査   50 50 

実習計 582 561 1143 16 16 32 

専門教育計 901 829 1730 34 33 67 

※各科目の時数（50 分）は必要最小限の数値で、実際の授業はこれよりも多く実施する。 
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別表２     一級自動車工学科 教育課程と単位数、授業時数 

※各科目の時数（50 分）は必要最小限の数値で、実際の授業はこれよりも多く実施する。 

※3 年次、4 年次については令和 9 年に履修基準が変わる予定があるため暫定値となる。 

教   育   科   目 教 育 内 容 
授業時数（50 分） 単位 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 計 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 計 

専

門

教

育 

２

級

整

備

士

養

成 

学

科 

自動車工学 

エンジン構造 

304 248   552 
17 17   34 

シャシ構造 

電装品構造 

力学 

自動車整備関連 

エンジン整備 

シャシ整備 

電装品整備 

電子制御装置 

自動車整備に関する法規 自動車法規 

自動車検査 自動車検査  20   20 

一般科目 受入研修 15    15 1    1 

学科小計 319 268   587 18 17   35 

実

習 

自動車整備作業 

エンジン 

582 511   1093 
16 16   32 

シャシ 

電装 

故障原因探求 

電子制御装置 

自動車検査作業 自動車検査  50   50 

実習小計 582 561   1143 16 16   32 

１

級

整

備

士

養

成 

学

科 

自動車工学 
エンジン 

  275  275 

  18 10 28 

シャシ 

自動車整備関連 

エンジン 

シャシ 

新技術 
 

環境・安全 

総合診断 

整備機器 

自動車整備に関する法規 自動車検査 

自動車検査 自動車法規   5  5 

サービス・マネジメント    60 160 220 

一般科目    15 60 75   1 4 5 

学科小計    355 220 575   19 14 33 

実

習 

自動車整備作業 

工作作業 

  455  455 
  12  12 

応用計測 

エアコン 

車体電装 

ＥＣＣＳ 

新技術 

騒音振動 

ＡＴ 

自動車検査作業    10  10 

実習小計    465  465   12  12 

実

務

実

習 

体験実習 
インターンⅠ    140 140 

   21 21 

インターンⅡ 

評価実習 

定期点検 1 

   550 550 

インターン前実習 

ＥＶ・新技術 

定期点検 2 

卒業研究 

アライメント 

評価実習Ⅰ 

評価実習Ⅱ 

実務実習小計     690 690    21 21 

専門教育計 901 829 820 910 3460 34 33 31 35 133 
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別表 3 国際自動車整備科 教育課程と単位数、授業時数 

教 育 科 目  教育内容 
授業時数（50 分） 単位 

１年

次 

２年

次 

３年

次 

計 １年

次 

２年

次 

３年

次 

計 

専

門

教

育 

専

門

教

育 

養
成
外 

学
科 

自動車基礎 自動車基礎 540   540 30   30 

実
習 

自動車整備作業 整備作業 260   260 8   8 

２
級
整
備
士
養
成 

学
科 

自動車工学 

エンジン構造 

 304 248 552 
 17 17 34 

シャシ構造 

電装品構造 

力学 

自動車整備関連 

エンジン整備 

シャシ整備 

電装品整備 

電子制御装置 

自動車整備に関する法規 自動車法規 

自動車検査 自動車検査   20 20 

一般科目 受入研修  15  15  1  1 

学科計 540 319 268 1127 30 18 17 65 

実
習 

自動車整備作業 

エンジン 

 582 511 1093 

 

16 16 32 

シャシ 

電装 

故障原因探求 

電子制御装置 

自動車検査作業 自動車検査   50 50 

実習計 260 582 561 1403 8 16 16 40 

専門教育計 800 901 829 2530 38 34 33 105 

※各科目の時数（50 分）は必要最小限の数値で、実際の授業はこれよりも多く実施する。 
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専門学校 日産栃木自動車大学校    細則 

 

（総則） 

第１条 この細則は、専門学校 日産栃木自動車大学校学則（以下「学則」という。）の実施に必要な事項

を定める。 

 

（学生の遵法義務） 

第２条 学生は、自動車の整備教育に関し、関係法令及び関係官庁の指示、通達並びに本校学則の定めに

よるほか、この細則の定めるところによらなければならない。 

 

（修業週及び修業時限） 

第３条  学則第５条に定める学年の基準修業週は 45 週とし１週間の修業時限は原則として 20 時限とす

る。１時限は 80 分とし、１教育単位時間（以下「時間」という。）は 50 分とする。 

国際自動車整備科 1 年次においては、1 時限を 60 分とする。 

 

（授業の履修方法） 

第４条  学則７条に定める授業の履修方法は次のとおりとする。 

（１）授業開始にあたって、学生個人別の出・欠席を調査し、これを記録する。 

（２）各教科の履修効果を評価するため、所定の試験を行う。 

（３）必要に応じて、放課後又は学生休日に補講授業を行うことがある。 

 

（入学資格） 

第５条  学則第 10 条に定める高等学校若しくはこれに準ずる学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、

又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とは、次の

とおりとする。 

（１）外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者、及び入学年度の前年度の 3

月 31 日までに修了する見込みの者。 

（２）文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者、及び入学年度の前年度の 3 月 31 日までに修了する見込みの

者。 

（３）外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者、及び入学年度の前年

度の 3 月 31 日までに合格する見込みの者。 

（４）文部科学大臣が外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者、及び入学年

度の前年度の 3 月 31 日までに修了する見込みの者。 

（５）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（廃止前の

大学入学資格検定規程に合格した者を含む）、及び入学年度の前年度の 3 月 31 日までに

合格する見込みの者で、満 18 歳に達した者。 

（６）文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者、及び入学年度の前年度の 3 月

31 日までに修了する見込みの者。 

（７）その他本校が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 

 

（入学試験） 

第６条  学則第 12 条に定める入学試験の筆記試験科目は、原則として数学とし、筆記試験のほか面接試験

を実施する。また、各種推薦入学においては面接試験を重視し、必要に応じて筆記試験を実施す

る。 

２．前項の科目は、選考方法により一部免除することがある。 
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（合格者の決定） 

第７条  学則第 13 条に定める合格者は、筆記試験、面接試験等を総合的に勘案して決定する。 

2．合否発表は、原則として文書、および本校のウェブサイトで通知する。 

 

（合格の取り消し） 

第８条  学則第 14 条に定める入学手続きを、所定の日時までに完了しない場合には、合格を取り消すもの

とする。 

 

（休学、復学、退学） 

第９条  学則第 16 条及び第 18 条に定める休学又は退学をする場合は、保護者署名の規定書面により、願

い出なければならない。 

２．学則第 16 条第 2 項に定める休学費は半期（前期：4 月 1 日～9 月 30 日、後期：10 月 1 日～3 月 31

日）につき 20,000 円とする。ただし、すでに休学期間に係る授業料を納入済の場合は、当該納付済

みの授業料をもって休学費とみなす。 

３．学則第 17 条に定める休学中の学生が、復学しようとするときは、保護者署名の書面により、願い

出なければならない。 

 

(除籍)  

第 10条 学則第 18条の 2の規定に基づき、同条第 1項第 3号及び第 4号(死亡を除く。以下同じ。) の規

定による除籍について必要な事項を定める。 

２．除籍の日は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 学則第 18条の 2第 1項第 3号に該当する場合にあっては、校長が定める日とする。 

(2) 同項第 4号に該当する場合にあっては、校長が定める日とする。 

３．除籍の予告通知は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 担当職制は、学生が前項に該当するおそれがあると認められるときは、概ね 1 か月前までに、

学生及び学生の保護者に対し、除籍の手続を行う旨の予告通知をするものとする。 

(2) 前号の通知は、配達証明郵便をもって行うものとする。 

４．除籍の決定は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 校長、職制は、前条の通知後速やかに、当該学生の除籍について職制会議に諮り、除籍の決

定後、学生及び学生の保護者に対し、除籍の通知をするものとする。 

(2) 前項の通知は、内容証明郵便をもって行うものとする。 

 

（編入学および転科） 

第 11 条  学則第 19 条の編入学条件と編入学試験および転科条件と転科試験の方法は、内規で定める。 

 

（学習評価） 

第 12 条  学則第 21 条に定める試験による学習評価は次により行なう。 

（１）平常試験  一級自動車工学科３，４年次において、履修効果を評価するため、平

常試験を実施することがある。 

（２）期末試験  教科の履修効果を評価するため、各教科の終了時に実施する。 

また、授業の進行に合わせて履修の途中で実施する場合もある。 

２．各教科の合格点は所定の基準を満たすものとする。 

３．試験は、学科については筆記試験、実習については実技試験を原則とする｡ただし、場合に

よっては口頭試問若しくは研究調査報告をもって、これに代えることができる。体験学習

の学習評価は、教育内容毎のレポートと実習態度により行う。 

４．指示された提出物などが未提出の場合、試験の実施を見送ることがある｡  
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（学習評価の通知） 

第 13 条  学則第 21 条に定める期末及び卒業試験の学習評価結果は、保護者並びに学生に通知する。 

 

（追試験、再試験、判定試験） 

第 14条  学則第 21条 2,3,4に定める追試験、再試験、判定試験の手続きその他の事項は次のとおりであ

る。 

（１）試験を行う日時、場所及び方法は、学校が指定する。 

（２）試験を受けようとする者は、申請用紙にその事由を記入し、所定の試験料を添えて、提出

しなければならない。 

（３）傷病、その他やむを得ない事由により、試験を欠席する場合には、欠席事由を記入した 

追試願を提出しなければならない。 

２．学習の評価については細則第 12 条に準ずる。 

 

（進級・卒業の認定） 

第 15 条  学則第 22 条に定める進級・卒業の認定は、素行状況ならびに所定の学科試験及び実習試験の成

績を統合して行う。また、定められた単位を取得し、自動車整備士養成施設の教育時間数を満た

し、授業料等の学生納付金を完納していなければならない。 

 各課程の進級又は卒業の認定に必要な単位数は、以下のとおりとする。 

・自動車整備科：62 単位 

・一級自動車工学科：124 単位 

・国際自動車整備科：93 単位 

2．一級自動車工学科の２年次終了時に修了認定を行い、認定者には「修了証書」を発行する。 

3．一級自動車工学科において修了認定された者は、3 年次に仮進級できる。 

4．一級自動車工学科において仮進級した者の内、国家二級自動車整備士（総合）の登録試験に合

格し、全部免除者の要件を満たした者は本進級を許可する。この場合に、一級自動車工学科３

年次の授業を開始した日から６ヶ月以内に合格証書の交付を受けていなければならない。 

 

（欠席、遅刻、公認欠席、忌引等の取扱） 

第 16 条  前条の進級・卒業の認定に当たり欠席、遅刻、早退、公認欠席及び忌引の取扱は、次のとおりと

する。 

１．傷病、その他やむを得ない事由により、欠席、遅刻又は早退しようとする者は、事前に届出なけ

ればならない。なお、引続き５日以上欠席する場合は、医師の診断書又は証拠となる書類を添付

するものとする。 

２．次の場合は、公認欠席とする。ただし、遠隔地で往復に日数を要する場合は、その日数を加算す

る。 

（１）就職試験及び学校が認めた就職活動。 

（２）普通免許その他の免許は、交通事情や就職先により判断する。 

（３）感染症による出席停止期間。 

（４）忌引の場合。 

（５）女子学生の生理欠席   ２日/回。 

（６）大学併修制度の単位認定試験の受験（再試験含む）。 

（７）その他、校長が認めた場合。 

３．近親者死亡に際しての忌引扱い日数は、次のとおりとする。 

（１）父母   ５日 

（２）配偶者の父母  ４日 

（３）祖父母、兄弟姉妹 ３日 

（４）二親等姻族、三親等血族婿１日 
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（表彰） 

第 17 条  学則第 24 条に定める褒賞として、以下の表彰を行うことがある。 

（１） 優等賞 

学科及び実習の総合成績、人物面を総合的に判断する。 

（２） 文化体育功労賞 

クラブ活動の全国大会などで学校の活動を内外に知らしめた。 

（３） 皆勤賞 

在学中にホームルームを含め遅刻、欠席、早退及び欠科(保健室で休養していて授業にで

なかった場合)が一度も無い。ただし、公認欠席を除く。 

 

（懲戒） 

第 18 条  学則第 26 条に定める懲戒は、退学処分によるほか情状により、次の処分を行うことがある。 

（１）訓戒    当該行為を戒め教える。 

（２）停学    一定の期間出校を停止させて、反省を求める。 

２．次の各号のいずれかに該当するときは、訓戒、謹慎又は停学に処する。 

（１）学業に取り組む態度が怠慢、もしくは授業の進行を妨害するなど、指導に従わないと

き。 

（２）学業に関する諸手続きを怠り、又は不正をしたとき。 

（３）許可なく学校・寮内の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。 

（４）学内及び寮内において、みだりに火気又は危険物を粗末に取り扱ったとき。 

（５）学校・寮の内外において喧嘩をしたとき、又は風紀、秩序を乱し、もしくは乱そうとし

たとき。 

（６）学校の規則（学 NAVI・寮則）に違反したとき。 

（７）学校の信用又は名誉を傷つけ、もしくは傷つけようとしたとき。 

（８）学校・寮の内外において勧誘、販売行為およびこれに類する行為をしたとき、しようと

したとき。 

（９）20 歳未満の学生が自ら飲酒・喫煙した時、又は 20 歳未満と知りながら飲酒・ 喫煙を勧めた

とき。 

（10）その他前各号に準ずる行為があったとき。 

３．次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命ずることがある。 

（１）正当な理由がなく無断欠席が連続１０日以上に及ぶとき。 

（２）学校・寮の内外において、窃盗、暴行、脅迫、いじめ、その他これに類する行為をした

とき。 

（３）故意又は重大な過失により学校の定めた遵守・禁止事項（学 NAVI・寮則）に違反し、

学校・寮に損害又は災害を発生させたとき。 

（４）道路交通法に関する違反や車両の違法改造など、本校学生として極めて好ましくない行

為があったとき。 

（５）警察に逮捕される等、学生として不適当と認めたとき。 

（６）前各号の情状が特に重い者、又は前項及び本項各号の事由により懲戒に処せられたにも

かかわらず、なお改悛の情が認められず、再度にわたり、該当する行為を行なったと

き。 

（７）その他前各号に準ずる行為があったとき。 

４．学生が他人を教唆し、又はほう助して前各号に掲げる行為をさせたときは、行為者に準じた懲

戒に処する。 

５．懲戒は、校長が懲戒会議を開催し、出席者の意見を斟酌して、行うものとする。 

６．懲戒の内容は、記録に残すとともに、保護者にもその旨を通知する。なお、必要により校内に

掲示し、保証人にも通知することがある。 
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（学生納付金） 

第 19 条  学則第 27 条に定める学生納付金の納期区分は、次のとおりとする。 

前期 ４月～９月 

後期 １０月～翌年３月 

分納 毎月払い 

２.学生納付金の納入について以下に定める。 

（１） 納入は金融機関からの引き落とし又は、指定口座への振り込みによるものとする。 

（２） 学費分納制度を利用する場合は、入学前に誓約書を提出しなければならない。 

（３） 入学金及び学生諸費用預り金は、前二項の定めにかかわらず、指定された期日までに、これ

を納めなければならない。 

（４） １年次前期分の授業料は、入学金と同時にこれを納めなければならない。（分納を除く） 

（５） 実験実習費、施設設備費は、これを納めなければならない。ただし、年額を前期と後期に分

割することができる。（分納を除く） 

（６） 学生納付金のほか、必要と認められる費用は、これを納めなければならない。 

（７） 学生納付金を滞納し、督促を受けても納入しない者に対し、除籍を命ずることがある。 

（８） 自動車整備科から一級自動車工学科３年次に転科した者、および日産姉妹校(専門学校 日産

京都自動車大学校､専門学校 日産愛知自動車大学校､専門学校 日産横浜自動車大学校、専門

学校 日産愛媛自動車大学校）からの当校一級自動車工学科３年次に編入学した者の入学金

は免除する。 

 

（称号の授与） 

第 20 条 学則第 23 条に定める所定の課程は、以下のとおりとする。 

１．自動車整備科及び国際自動車整備科の課程を修了し卒業した者に、「専門士（工業専門課程）」

の称号を授与する。 

２．一級自動車工学科の課程を修了し卒業した者に、「高度専門士（工業専門課程）」の称号を授与

する。 

 

（出席停止） 

第 21 条 学則第 20 条に定める出席停止の規定は、以下のとおりとする。 

１．学生が感染症にかかる、又はかかった疑いやおそれがあると認められたときは、その学生に対

して期間を定めて、出席停止を命ずることがある。 

２．学生の心身が健全でなく安全が確保できない場合は、医師からの診断書提出を求め、これより

学業を続ける事が困難と校長が判断した場合は、期間を定めて出席停止を命ずることがある。 

 

（褒賞） 

第 22 条 学則第 24 条に定める褒賞の規定は、以下のとおりとする。 

１． 成績優秀な者。 

２． 文化活動、スポーツ、社会貢献など他の模範となる者。 

３． 災害を未然に防止し、または非常の際、特に功労があった者。 

４． 学校外における善行を表彰され、学校の名誉をあげた者。 

５． その他前号に準ずる行為があった者。 
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